
「東京歯科大学における公益通報者の保護等に関する規程」に基づくフローチャート

公益通報者

本法人の役員
及び教職員等

窓口等

公益通報
受付・相談窓口

①通報・相談

②通報受付通知

書面・電子メール・
面談 ※電話・FAXは
不可

総括者
（理事長）

調査委員会
調査の実施

※委員長・委員を
理事長が指名

通報事項の対象部局長

③公益通報（法令
違反等）に該当する
場合、理事長に報告

③報告

④案件に応じ
調査委員会設置

⑧調査結果
を報告

⑤調査開始の通知又は調査必要なしの通知

（公益通報を受けた日から20日以内）

⑨調査結果（是正措置を講じない場合はその理由）

⑫是正措置等の結果を報告

⑥調査協力の
要請

⑦調査協力

⑩是正・再発防止
の措置等の命令

⑪是正措置の実施内容、
結果等を報告

調査・是正措置等

法人事務局
庶務課長

関係行政
機関

必要に応じて調査及び
是正措置に関し報告を
行う
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